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第四章 健康福祉局関係の事業 

ⅠⅠ 地域福祉行政 

§１ 地域福祉 

 家族や地域において支え合う機能が低下し，また身近な交流やコミュニケーションが希薄化している中にあって，

子供から高齢者まで，障害の有無に関わらず，市民誰もが地域において安心して充実した生活を送るために，地域

において支え合い，助け合う力を高めていく取り組みが一層重要になっている。  
 こうしたことから，地域における保健福祉に関する活動等を積極的に推進するため，「せんだい支えあいのまち

推進プラン」を策定し，市民の地域福祉への参加を推進しながら，民生委員児童委員，地区社会福祉協議会，ボラ

ンティア・NPO等地域に関わる様々な担い手が連携して地域福祉を推進する取り組みを進めている。 

 

１ 民生委員児童委員 

 (1) 民生委員児童委員の役割 

 民生委員は民生委員法に基づき，地域において，各種の相談・援助・調査等自主活動を行うとともに，福祉事

務所その他の関係機関への協力活動を行っており，その設置の目的は，地域住民の生活実態に即応した，よりき

め細かな福祉活動を目指したものである。また，民生委員は児童福祉法の規定により児童委員を兼ね，児童福祉

の増進にも重要な役割を果している。 

 さらに，児童委員活動の一層の推進を図るために，平成６年１月から主任児童委員が設置されている。 

 

(2) 民生委員児童委員の組織 

   本市では，民生委員法に基づく68の地区民生委員児童委員協議会を設置している。そのほかに，任意に仙台市

民生委員児童委員協議会，区ごとの民生委員児童委員協議会を設置している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 理事会は，各区民生委員児童委員協議会会長（各区１名），副会長（青葉区，太白区は各２名，その他 
  の区は各１名）により構成される。 

   ② 評議員会は，各地区民生委員児童委員協議会会長（68名）及び各専門部会長（６名）により構成される。 

   ③ （各区民生委員児童委員協議会）委員会は，各区内地区民生委員児童委員協議会会長により構成される。 

   ④ （市民生委員児童委員協議会）委員会は，市民児協副会長，理事及び区民児協より推薦された地区民児 
協会長または副会長により構成される。ただし，理事会が必要と認める場合は，副会長及び理事以外の 
民生委員児童委員を委員に充てることができる。 

   ⑤ 専門部会は，各地区民児協から１名（主任児童委員部会は全ての主任児童委員）をもって構成される。 
 

(3) 民生委員児童委員数 

   ア）定 数   1,621人（このうち主任児童委員は 136人） 

   イ）地区民生委員児童委員協議会の区域ごとの定数は次のとおりとなっている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仙台市民生委員児童委員協議会 

①理事会             ②評議員会 

各地区民生委員児童委員協議会(68) 

各区民生委員児童委員協議会(５) 
④委員会（４） ⑤専門部会(６) 

③委員会 
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地区民生委員児童委員協議会別民生委員児童委員定数 
（単位：人） 

  青 葉 

 

 22地区 

 東二 

 木町 

 立町 

 東六 

 片平 
 上杉 

   9 (2) 
  20 (2) 

  22 (2) 

  24 (2) 

  29 (2) 
  24 (2) 

 通町 

 八幡 

 国見 

 荒巻 

 中山 
 桜ケ丘 

  27 (2) 

  30 (2) 

  30 (2) 

  19 (2) 

  15 (2) 
  17 (2) 

 川平 

 台原 

 北仙台 

 北六 

 小松島 
 折立 

  16 (2) 

  24 (2) 

  18 (2) 

  22 (2) 

  28 (2) 
  10 (2) 

 旭ケ丘 

 宮城東 

 宮城西 
吉成 

  19 (2) 

  32 (2) 

  29 (2) 

16 (2) 

 

   計   480(44) 

 宮城野 

 

 13地区 

 榴岡 

 幸町 

 原町 
 東仙台 

  31 (2) 

  34 (2) 

  30 (2) 
  26 (2) 

 新田 

 鶴ケ谷東 

 鶴ケ谷西 
 宮城野 

  23 (2) 

  20 (2) 

  21 (2) 
  27 (2) 

 高砂第一 

 高砂第二 

 高砂第三 
 岩切 

  27 (2) 

  32 (2) 

  17 (2) 
  25 (2) 

 燕沢   14 (2) 

   計   327(26) 

 若 林 

 
9地区  

 南材 

 荒町 
 連坊 

  18 (2) 

  16 (2) 
  25 (2) 

 南小泉北 

 大和 
 南小泉南 

  14 (2) 

  22 (2) 
  32 (2) 

 若林 

 六郷 
 七郷 

   22 (2) 
  32 (2) 
  29 (2) 

  

   計   210(18) 

 太 白 

 

 16地区 

 向山 

 長町北部 

 八本松 
長町南部 
 郡山 

  28 (2) 

  18 (2) 

  18 (2) 

23（2) 
  25 (2) 

 鹿野 

 八木山 

 西多賀 
富沢 
山田 

  21 (2) 

  23 (2) 

  30 (2) 
26 (2) 
25 (2) 

東中田 
中田 

中田西部 
中田中部 

 生出 

  21 (2) 

  14 (2) 

19 (2) 

17 (2) 

24 (2) 

秋保   14 (2) 

   計   346(32) 

  泉 

 
8地区  

 泉東 

 泉西一 
 泉西二 

  36 (2) 

  31 (2) 
  26 (2) 

 南光台 

 泉南 
 泉北 

  34 (2) 

  34 (2) 
  39 (2) 

 泉中央 

 泉パークタウン 

  30 (2) 

  28 (2) 

  

   計   258(16) 

※（ ）は，主任児童委員定数であり内数として計上。                  〈資料：社会課〉 
 

(4) 民生委員児童委員の推薦・委嘱のしくみ 

 民生委員児童委員は，仙台市民生委員推薦会及び仙台市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会の審査を経た

うえで，都道府県知事（指定都市市長）が推薦した者について，厚生労働大臣が委嘱するものであり，その任期

は３年である。 

   本市においては，地域に根ざしたより適格な民生委員児童委員候補者を選出するため，地区民生委員児童委員

協議会の区域を単位とした地区民生委員候補者選考委員会及び各区の区域を単位とした民生委員推薦準備会を設

置している。 
 

民生委員児童委員の推薦・委嘱のしくみ 
 
                 推薦         意見聴取 
 
                           
                          推薦 
 
 
                          推薦 
 
 
                          推薦 
                                
 
 
 
 
 

仙
台
市
担
当
の
委
嘱 

主
任
児
童
委
員
の
指
名 

民
生
委
員
児
童
委
員
の
委
嘱 

厚生労働大臣 

地区民生委員候補者選考委員会 
（各地区民児協に設置） 

民生委員推薦準備会 
（各区に設置） 

仙台市民生委員推薦会 

仙台市社会福祉審議会 
民生委員審査専門分科会 

仙台市長 

民生委員児童委員
（候補者） 
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 (1) 組織 

 （社福）仙台市社会福祉協議会 

 

総務課 総務係 

財務課 企画財務係 

事業経営課 

                  事業経営係 社協台原ケアプランセンター 

 社協郡山ケアプランセンター 

  

 

                  五橋地域包括支援センター 台原地域包括支援センター 

 高砂地域包括支援センター 

 郡山地域包括支援センター 

                  大野田老人福祉センター 

              台原老人福祉センター         台原デイサービスセンター 

              高砂老人福祉センター 

              郡山老人福祉センター         郡山デイサービスセンター 

              宮城社会福祉センター 

              泉社会福祉センター          泉障害者福祉センター 

              泉ふれあいの家 

              泉ひまわりの家 

 

       福祉プラザ管理課 管理係 

 

 

       地域福祉課 

 地域福祉係 

 ボランティア協働係 

 仙台市ボランティアセンター 

 福祉団体係 

 

       地域生活支援課 相談支援係 

 権利擁護センター 

 成年後見係 

                                 成年後見総合センター 

 

 

       青葉区事務所 福祉推進係 

 青葉区ボランティアセンター 

 青葉区権利擁護センター 

 障害者相談支援事業所ふらっと青葉 

 

青葉区宮城支部事務所                   

 

          宮城野区事務所                   福祉推進係 

宮城野区ボランティアセンター 

宮城野区権利擁護センター 

 

       若林区事務所                    福祉推進係 

若林区ボランティアセンター 

若林区権利擁護センター 

 

       太白区事務所                     福祉推進係 

太白区ボランティアセンター 

太白区権利擁護センター 

 

         泉区事務所                      福祉推進係 

泉区ボランティアセンター 

泉区権利擁護センター 

障害者相談支援事業所ふらっと泉 

   

 

 

 
総 
務

部 

地

域

福

祉

部 
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(2) 事業内容 

 ①社協組織の基盤強化 

 ②広報活動（広報紙「社協だよりせんだい」の発行・ホームページを利用した情報発信等） 

 ③企画・調整事業の推進 

 ④地域福祉活動の推進事業 

  ア）地域福祉活動計画の推進 

    ・地域住民や団体，関係機関等との連絡調整，協働の推進及び活動支援 
    ・地区社会福祉協議会活動の拡充強化 

  イ）小地域福祉ネットワーク活動の推進 
 地区社協を実施主体とし，安否確認活動と簡単な家事援助やサロン活動などの生活支援活動等を実施す

る小地域福祉ネットワーク活動の推進 
ウ）コミュニティソーシャルワーカー配置による地域福祉課題の解決に向けた取り組みの推進 

・地域状況の把握，地域福祉活動支援，地域におけるネットワーク形成 
  ・身近な地域での相談支援（重層的支援体制整備事業におけるアウトリーチ等を通じた継続的支援事業）  

・支援機関等からの相談対応及び調整，重層的支援会議の開催，支援プランや支援方針の策定（重層的支

援体制整備事業における多機関協働事業） 
   エ）第１層生活支援コーディネーター配置による地域包括ケアシステムの推進 
  ⑤ボランティアセンター事業 

  ア）ボランティアセンター管理事業（市・区ボランティアセンター６ヶ所） 

    ・ボランティア登録，紹介，相談事業の推進（被災者支援を含む） 

  イ）ボランティア育成・研修事業 

    ・養成研修等の企画，実施（夏のボランティア体験会，地域のボランティア育成講座他） 

    ・地域福祉推進のための企業との連携事業 
    ・子どもの居場所づくり支援事業 

  ウ）福祉学習推進事業 

    ・福祉学習推進事業（福祉学習講師派遣事業，教員向け研修会，福祉紙芝居他） 
    ・障害理解サポーター養成研修事業 

  エ）ボランティア活動者・団体の支援 
    ・ボランティア団体活動室の貸出し 
    ・印刷機，帳合機，紙折機，ロッカー等の貸出し 
    ・車いす，白杖，高齢者疑似体験セット等の貸出し 

オ）ボランティアのネットワーク構築 
  ・ボランティア・市民活動団体ネットワーク会議の開催 
  ・ボランティア登録団体等交流会の開催 

  カ）ボランティア広報事業 

    ・ボランティアフォーラム開催 

    ・ボランティア情報紙発行（にこボラ） 

  キ）仙台市災害ボランティアセンターの体制整備 

  ⑥日常生活自立支援事業（市・区権利擁護センター６ヶ所） 
  ア）日常生活自立支援事業 

     認知症高齢者，知的障害者，精神障害者等の判断能力が十分でない方に対し，福祉サービスの利用援助・

金銭管理サービス・あずかりサービスを実施 
 ⑦成年後見制度利用促進事業 

ア）仙台市成年後見総合センター運営 
  ・中核機関運営 

    ・成年後見サポート推進事業 
    ・市民後見人養成・支援事業 
    ・成年後見制度・市民後見人普及啓発事業 

 ⑧介護保険等事業 

  ア）指定居宅介護支援事業所（２ヶ所）運営 

  イ）指定介護予防支援事業所（４ヶ所）運営 

ウ）通所介護事業（２ヶ所）運営 

エ）障害者相談支援事業所（計画相談，障害児相談，地域相談〈地域移行・地域定着〉）（２ヶ所）運営 

 ⑨要援護世帯への自立援助事業の推進（各種資金貸付事業等） 
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⑩公の施設の管理運営（指定管理者） 
   ア）老人福祉センターの管理運営（４施設）       エ）障害者施設の管理運営（３施設） 
   イ）デイサービスセンターの管理運営（２施設）  オ）福祉プラザの管理運営 
   ウ）社会福祉センターの管理運営（２施設） 

⑪受託事業 

  ア）障害者相談支援事業（２ヶ所）          オ）地域包括支援センター職員研修 
  イ）自立訓練（機能訓練）事業（１ヶ所）       カ）社会福祉法人・施設職員研修 

ウ）地域包括支援センター運営事業（４ヶ所）     キ) 保育所等職員研修事業 
エ）介護サービス相談員派遣事業      

  ⑫福祉関係団体等の支援（仙台市民生委員児童委員協議会，日本赤十字社宮城県支部仙台市地区本部， 
仙台市共同募金委員会，仙台市遺族会，仙台市ほほえみの会） 

  ⑬高齢者福祉団体の支援（仙台市地域包括支援センター連絡協議会，仙台市老人福祉施設協議会） 
 ⑭社会福祉大会の開催 

 

５ (公財)仙台市健康福祉事業団 

 (公財)仙台市健康福祉事業団は，仙台市民一人ひとりが心豊かに健康で共に生きる社会（豊齢化社会）の実現に

向け，啓発，情報提供，生きがい・健康づくりの支援等の事業を行う推進母体として，平成３年３月 28日に設立さ

れた。 

仙台市シルバーセンター，仙台市健康増進センター両施設の指定管理者として，施設の管理運営を含めて事業を   

展開している。さらに，仙台市等から委託を受けて，要介護認定及び障害支援区分認定のための訪問調査事業を行

っている。  

 

(1) 組織 

事務局 
 

総務課 
  

総務係 
      

       

訪問調査課 
 

管理係 
    

 

 

調査第一係 
 

 
調査第二係 

   

シルバーセンター 
 

管理課 
  

庶務係 
      

     
介護研修室 

     

 

いきがい推進課 
 

交流啓発係 
    

 
  

 
いきがい支援係 

  

健康増進センター 
 

健康増進課 
 

庶務係 
     

 

 
  

健康推進係 
  

   
いきいき健幸係 

  

(2) 事業内容 

①市民の健康福祉意識の醸成及び啓発 

  ②市民の生きがい及び健康づくりの支援 

  ③高齢者等の介護に関する研修，相談及び情報提供 

  ④要介護認定及び障害支援区分認定に係る認定調査 

  ⑤シルバーセンターの管理運営 

  ⑥健康増進センターの管理運営 
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６ シルバーセンター 
(1) 設置目的 

 高齢化社会の進展に伴い，多様化・高度化する福祉サービスへの需要に対応して，市民一人ひとりが心豊かに

健康で共に生きる社会（豊齢化社会）の実現を図るための拠点施設として設置された。 

304席を備えた交流ホールや大小研修室，プール・浴室・サウナ，トレーニング体力測定室，総合相談センター，

福祉用具展示室等の多様な施設を備え，また，障害者や高齢者に配慮した様々な設備が設けられている。仙台市

健康福祉事業団・東北共立グループが指定管理者として管理を行っている。 

 

(2) 基本機能 

①情報提供・相談機能 

高齢者やその家族が抱える生活全般に関する問題について，面接・電話等で相談に応じるとともに，年金，

税務，法律の各分野については専門相談員が応じる。また，福祉に係る制度・施策，福祉施設，ボランティア

等の情報の提供を行う。 
②生きがい支援機能 

 高齢者の社会参加・社会貢献，仲間づくり等を学習・支援するための各種教室・講座を開催する。また，地

域文化，趣味，スポーツ等様々な分野で活動する高齢者の活動支援事業や活動で得た経験・知識を活用した事

業を実施する。 
③学習機能 

高齢者はもとより広く市民に対し，高齢化対策や社会参加活動等についての啓発を目的とした各種講座や研

修会等を開催する。 
④健康増進・介護予防機能 

主に高齢者を対象に，健康に関する指導，相談を実施するとともに，介護予防に関する普及啓発を行う。ま

た，トレーニング体力測定室を利用した健康増進・介護予防のための各種教室を開催する。 
⑤交流機能 

豊齢化社会づくりや生きがいづくり・社会参加活動等の講演会，交流会，創作展示会等各種イベントを始め

として,世代及び地域を超えた交流事業を開催する。 
 ⑥介護研修機能 

   市民を対象に，介護に必要な知識や技術を学ぶ各種講座を開催する。また，介護職員を対象に，業務に必要

な知識・技術の習得及び介護職としての資質向上を目的とした各種研修を実施する。 

 ⑦福祉用具展示機能 

   高齢者・障害者の生活の自立を助け，介護する人の負担を軽くするための福祉用具を展示する。また，介護・

福祉用具等に関する相談，情報提供を実施する。  

 

(3) 施設の概要 

所 在 地   仙台市青葉区花京院一丁目３番２号 

開  館  平成４年１月22日 

敷  地  3,286㎡ 

建  物  鉄骨・鉄筋コンクリート造，地下１階地上７階建，延床面積 9,496㎡ 

施設内容  １階 交流ホール（304席），ふれあいコーナー，情報コーナー 

２階 福祉用具展示室，総合相談センター，相談室 

３階 トレーニング体力測定室，検査室 

４階 プール（20ｍ×４コース），浴室・サウナ 

５階 管理事務室，（公財）仙台市健康福祉事業団，会議室（42㎡），第三研修室（46㎡） 

６階 第二研修室（252㎡），和室（48㎡） 

（公社）仙台市シルバー人材センター，（公社）仙台市老人クラブ連合会 

７階 第一研修室（392㎡），せんだい豊齢ネットワーク事務局              
 

               シルバーセンター利用状況（令和５年度実績）         （単位：人） 

施設名 利用者数  施設名 利用者数 

交流ホール 29,469 

 

 
専門相談 

年金 13 

研修室・和室 36,930 税務 27 

プール・浴室・サウナ 18,759  法律 119 

トレーニング体力測定室 9,783 福祉用具展示室 3,173 

ふれあいコーナー・活動コーナー 3,497 
総  数 102,505 

総合相談室（なんでも相談） 735 

 
   

 

〈資料：高齢企画課〉 
 



－　　 －51

７ 福祉プラザ 

(1) 設置目的 

世代を超えた市民の交流・相互理解を促進するとともに，民間社会福祉活動を支援することにより，市民一人

ひとりが心豊かに健康で共に生きる社会（豊齢化社会）の実現を図るための拠点施設として設置された。交流・

支援機能として，302席を備えたふれあいホールや大小研修室，大広間，調理実習室，創作室等の施設や，情報

提供機能として，福祉図書コーナーが設けられている。 

   仙台市社会福祉協議会・東北共立グループが指定管理者として管理を行っている。 

 

(2) 施設の概要 

所 在 地  仙台市青葉区五橋二丁目12番２号 

開  館  平成６年９月１日 

敷  地  5,015㎡ 

建  物  鉄骨・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造，地下１階地上12階建，延床面積  11,685㎡ 

施設内容  １階 プラザホール（391㎡），ロビー 

２階 ふれあいホール（302席），展示ロビー，レストラン 

３階 託児室，災害ボランティアセンター，災害ボランティアセンター資材室 

４階 ボランティアセンター，福祉団体交流室，福祉団体活動室，（社福）仙台市障害者福祉協会 

５階 管理事務室，（特非）仙台市精神保健福祉団体連絡協議会，福祉図書コーナー 

６階 （社福）仙台市社会福祉協議会 

７階 五橋地域包括支援センター，仙台市権利擁護センター，仙台市成年後見総合センター， 
創作室，録音室 

８階 （社福）仙台市障害者福祉協会，（社福）仙台市手をつなぐ育成会，デイルーム 

９階 大広間（1），大広間（2），和室，調理実習室 

10階 第二研修室（123㎡），第三研修室（69㎡），第四研修室（59㎡），講師控室 

11階 第一研修室（176㎡） 

12階 仙台歯科医師会在宅訪問・障害者・休日夜間歯科診療所 
 

                    福祉プラザ利用状況（令和５年度実績）       （単位：人） 

 施設名 利用者数 施設名 利用者数 利用者総数 

 ふれあいホール 26,227  録音室 380 

92,960 

 プラザホール 15,468  託児室 1,567 

 研修室・大広間・和室等 37,901  展示ロビー 5,668 

 調理実習室 1,764  福祉図書コーナー 242 

 創作室 3,743   
  
                                                  〈資料：社会課〉 
 
８  社会福祉センター 

(1) 設置目的 

 地域社会を基盤とする社会福祉（地域福祉）に対する市民の理解及び参加を促進するとともに，社会福祉団体

との協働により地域福祉の増進を図ることを目的としている。 

  （社福）仙台市社会福祉協議会が指定管理者として管理を行っている。 
 
(2) 事業内容 

①地域福祉についての情報の収集及び提供に関すること 

②地域福祉に関する相談及び研修その他地域福祉の啓発に関すること 

③社会福祉団体の地域福祉のための活動の推進及び援助に関すること   

 

(3) 施設の概要 
 
 

 
 
 
 
 
 
       ※泉社会福祉センターは，併設の泉障害者福祉センターの延床面積を含む 

 

 
施設名 所在地 設置年月 延床面積 施 設 内 容 

 

宮城社会福祉センター  青葉区下愛子字 

 観音堂27－1 

 平成元年５月 495.27㎡  会議室，会議室兼談話室，集会室，浴 

 室，生活相談室 

 泉社会福祉センター 
※ 

 泉区七北田字道 

 48－12 

 平成４年５月 1,651.20㎡  大会議室兼視聴覚室，料理実習室，研 

 修室1・2，小会議室，プレイルーム等 
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